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i n f o r m a t i o n

【
受
付
期
間
】

４
月
１
日(

木)

〜
４
月
22
日(

木)
(

た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日
を
除
く)

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度

に
つ
い
て

　

医
療
と
介
護
の
両
方
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
が

は
じ
ま
り
ま
し
た
。
毎
年
８
月
か
ら
翌
年
７

月
ま
で
の
間
、
お
支
払
い
さ
れ
た
医
療
保
険
・

介
護
保
険
の
負
担
額
が
あ
る
一
定
以
上
と

な
っ
た
場
合
、
自
己
負
担
額
を
超
え
た
金
額

を
支
給
し
ま
す
。

（
今
回
の
対
象
期
間
は
平
成
20
年
４
月
〜
平

成
21
年
７
月
ま
で
の
間
）

※
対
象
者
の
方
に
は
文
書
に
て
お
知
ら
せ
を

し
て
お
り
ま
す
。

　

年
の
途
中
に
お
い
て
住
所
の
異
動
や
医
療

保
険
を
移
行
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
案
内
文

書
が
お
送
り
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
担
当
窓
口
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
対　

象
】
医
療
と
介
護
の
両
方
の
保
険
を

利
用
し
て
お
り
、
一
年
間
に
支
払
っ
た
負
担

額
が
限
度
額
を
超
え
た
世
帯

【
申
込
方
法
】
国
民
健
康
保
険
課
に
て
指
定

の
申
請
用
紙
に
記
入
の
上
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

【
申
込
期
限
】
平
成
20
年
度
支
給
分
に
つ
い

て
は
、
平
成
23
年
７
月
末
日

入
札
参
加
資
格｢

主
要
業
種
変
更｣

及
び

｢
希
望
業
種
の
追
加
」
受
付
に
つ
い
て

【
申
請
資
格
】

①
う
る
ま
市
の
平
成
21･

22
年
度
入
札
参
加

資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

②
う
る
ま
市
に
本
社
を
有
す
る
者

③
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
建
設
業
許
可
及

び
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
に
お
け

る
年
間
平
均
完
成
工
事
高
が
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、等
級
別
で
登
録
さ
れ
る
業
種(
土

木
・
建
築
・
電
気
・
管)

に
つ
い
て
は
、

年
間
平
均
完
成
工
事
高
が
５
０
０
万
円
以

上
で
あ
る
こ
と　

【
留
意
点
】

　

受
付
期
間
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。
資
料
・
フ
ロ
ッ
ピ
ー
配

布
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
申
請
の
際
に
は
変

更
届
と
し
て
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

①
建
設
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
完
成
工
事

高
を
調
べ
る
た
め
、
経
営
規
模
等
評
価
結

果
通
知
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
主
要
業
種
等
変
更
の
申
請
で
既
に
登

録
が
あ
る
業
種
に
つ
い
て
は
、
総
合
評
価

値
（
Ｐ
点
）
の
変
更
や
格
付
け
の
や
り
直

し
を
行
い
ま
せ
ん
。

②
測
量
及
び
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
委
託

に
つ
き
ま
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
受
付

表
・
業
者
カ
ー
ド
（
県
様
式
）、
事
務
所
登

録
等
、
営
業
に
関
し
法
律
上
必
要
な
証
明

書
等
の
書
類
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

検
査
課

1
９
６
５
｜
５
６
０
５

国
民
健
康
保
険
課1

９
７
３
｜
３
２
０
２

○飲酒運転するとほとんどの場合、免許が一発取り消し。
酒酔い運転が欠格期間２年から３年、飲酒ひき逃げの
場合が５年から 10 年に強化されました。
　・酒酔い運転
　　５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金
　・酒気帯び運転
　　３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金

○飲酒運転周辺者も罰則
　・車両提供の禁止（飲んだ人に車を貸さない！）
　　最高　５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金
　・酒類提供の禁止（乗る人に飲ませない！）
　　最高　３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
　・同乗の禁止（飲んだ人の車に同乗しない！）
　　最高　３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金

飲酒運転しない、させない、許さない環境づくりに協力
しましょう。

市
営
住
宅
の
管
理
業
務
窓
口
が
変

わ
り
ま
す

　

平
成
22
年
度
か
ら
市
営
住
宅
等
の
管
理
業

務
に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま
す
。
公

募
に
よ
り
選
定
さ
れ
、
市
長
が
指
定
し
た
次

の
団
体
が
、
市
に
代
わ
っ
て
市
営
住
宅
等
の

管
理
を
行
い
ま
す
。
指
定
期
間
は
、
平
成
22

年
４
月
１
日
よ
り
５
年
間
で
す
。

【
団
体
名
】
沖
縄
県
住
宅
供
給
公
社

【
代
表
者
名
】
理
事
長　

伊い

は波　

謙け
ん

【
住　

所
】
那
覇
市
山
下
町
18
番
26
号

【
電　

話
】
８
５
８
｜
１
１
４
６

【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】
８
５
８
｜
１
２
５
５

【
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
】

①
業
務
（
空
家
募
集
業
務
を
含
む
）

②
家
賃
及
び
駐
車
場
使
用
料
の
徴
収
に
関
す

る
業
務

③
入
居
者
に
係
る
連
絡
、
相
談
、
指
導
等
に

関
す
る
業
務

④
建
物
、
設
備
等
の
維
持
及
び
修
繕
に
関
す

る
業
務

　

今
後
と
も
指
定
管
理
者
と
と
も
に
、
サ
ー

ビ
ス
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

建
築
工
事
課

1
９
７
８
｜
３
６
１
９

（行政処分が大幅強化）

　　
うるま市交通安全推進協議会

飲酒運転は厳罰飲酒運転は厳罰


